
高齢者の定期予防接種における住民税非課税世帯の確認書類 
 
 

①介護保険料納入通知書（決定通知）または 介護保険料納入通知書（変更通知） ②後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③後期高齢者医療資格確認書 ④マイナ保険証によるオンライン資格確認（後期高齢者医療の対象者のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用区分が 

「区分Ⅰ」、「区分Ⅱ」の方のみ 

有効期限の令和７年７月 31 日まで 

確認書類として使用できます 

 

限度区分が 

「区Ⅰ」 の方のみ 

医療機関が確認します 

資格情報確認画面の限度額適用認定証

の適用区分 「低所得Ⅰ」の方のみ 

※住民税非課税世帯に該当する方は、接種時に必ず、①～④のいずれかの書類をご持参ください。 

有効期限が切れていないものに限ります 

【定期予防接種の問い合わせ先】 鹿児島市保健所 感染症対策課（電話：８０３－７０２３） 

所管課：長寿支援課 

所管課：長寿支援課 

所管課：長寿支援課 

毎年６月頃に介護保険課から届きます 

⚠再発行はできません 

所得段階区分が 

「第１~３段階」の方のみ 

所管課：介護保険課 


